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はじめに 

家畜伝染病予防法第 12 条の３に規定されている飼養衛生管理基準（以下「基準」

という。）は、馬の飼養に係る衛生管理の方法として馬の所有者が守るべき基準です。

平成 16 年の制定以降、我が国における高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫、豚熱等

の家畜の伝染性疾病の発生を受け、その都度、我が国の家畜防疫をより的確に実施す

る観点から改正されてきました。 

令和２年の基準の改正では、生産者及び関係者から寄せられた基準の各項目の意義

が分からないとの声を受け、取組の目的ごとに以下のⅠ～Ⅳに体系化し、それぞれの

体系について、防除対象とする感染源の種類（人、物品、野生動物、飼養環境、馬）

ごとに項目を分類し、構成を大きく見直しています。 

Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項 

Ⅱ 衛生管理区域への病原体の侵入防止 

Ⅲ 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止 

Ⅳ 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 

Ⅰにおいては、馬の所有者の責務、飼養衛生管理マニュアルの作成等の当該基準が

現場で徹底されるための取組等が規定され、Ⅱ～Ⅳにおいては具体的な防疫措置が規

定されています。 

今般、家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令（令和７年農林水産省令第

44 号）が公布され、令和６年シーズンの高病原性鳥インフルエンザの続発事例等を踏

まえた侵入防止対策の追加や既存項目の整理を主な内容として基準が改正されたとこ

ろです。 

本手引きは、基準の項目ごとに、その目的と判断基準を明示し、これを踏まえて家

畜防疫員が的確に遵守状況を確認し、改善指導を行うことができるように作成したも

のです。各都道府県において本手引きの内容が家畜防疫員に周知徹底され、家畜防疫

員が的確な遵守状況の確認及び不遵守の場合の指導や助言を行うことにより、発生予

防及びまん延防止に万全を期すことを期待します。 

令和７年 12 月９日 

 

 



 

 

【目次】 

Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項 ................................................ １ 

〔人に関する事項〕 ................................................................................................................................................ １ 

1 馬の所有者の責務 ............................................................................................................................................... １ 

2 家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践 ....................................................................... 3 

3 飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底 ............................................................. 6 

4 記録の作成及び保管 ......................................................................................................................................... 10 

５ 獣医師等の健康管理指導 .............................................................................................................................. 13 

〔飼養環境に関する事項〕 ................................................................................................................................. 14 

６ 衛生管理区域の設定........................................................................................................................................ 14 

〔馬に関する事項〕 .............................................................................................................................................. 17 

７ 飼養する馬の健康観察 ................................................................................................................................... 17 

Ⅱ 衛生管理区域への病原体の侵入防止 ................................ 20 

〔人に関する事項〕 .............................................................................................................................................. 20 

8 衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限 ................................................................................. 20 

9 他の馬の飼養施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置 .......................... 26 

10 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等 ............................................................................................ 28 

〔物品に関する事項〕 .......................................................................................................................................... 31 

11 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等................................................................................................. 31 

12 他の馬の飼養施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置 ........................... 34 

Ⅲ 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止36 

〔人に関する事項〕 .............................................................................................................................................. 36 

13 厩舎に立ち入る者の手指消毒等 .............................................................................................................. 36 

14 厩舎の入口における靴の交換又は消毒................................................................................................. 38 

〔物品に関する事項〕 .......................................................................................................................................... 40 



 

 

15 器具の定期的な清掃又は消毒等 .............................................................................................................. 40 

〔野生動物に関する事項〕 ................................................................................................................................. 41 

16 野生動物の侵入防止のための死体の適正な保管 .............................................................................. 41 

17 給餌設備、給水設備等の病原体による汚染の防止 ......................................................................... 42 

〔飼養環境に関する事項〕 ................................................................................................................................. 44 

18 衛生管理区域内の整理整頓、厩舎等施設の清掃及び消毒 ............................................................ 44 

Ⅳ 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 ........................... 46 

〔人に関する事項〕 .............................................................................................................................................. 46 

19 衛生管理区域から退出する者の手指消毒等 ....................................................................................... 46 

〔物品に関する事項〕 .......................................................................................................................................... 48 

20 衛生管理区域から退出する車両の消毒................................................................................................. 48 

21 衛生管理区域から搬出する物品の消毒等 ............................................................................................ 50 

〔馬に関する事項〕 .............................................................................................................................................. 52 

22 異状が確認された場合の出荷及び移動の停止 ................................................................................... 52 



 

1 

 

 

飼養衛生管理基準遵守指導の手引き 

（馬の場合） 

 

Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項 

〔人に関する事項〕 

１ 馬の所有者の責務 

馬の所有者は、飼養する馬について、馬の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に

対する責任を有する。関係法令を遵守するとともに、この項及び飼養衛生管理指導等計

画の規定を踏まえ、農場の防疫体制を構築し、農場の所在地域で飼養されている馬の所

有者その他の関係者と協力して衛生管理の意識を高め、衛生管理を行うこと。また、馬

の所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあっては、常時連絡が可能である体制を確

保し、この項の取組について確実に当該飼養衛生管理者に実施させること。 

１． 本項目の目的 

馬の所有者は家畜防疫の最前線を担っており、ひとたび馬の伝染性疾病が発生すれ

ば経営に影響を受ける当事者であるとともに、周囲へのまん延防止のための第一義的

責任を有する者となります。そのため家畜の所有者は、飼養衛生管理基準及び農場が

所在する都道府県が策定した飼養衛生管理指導等計画を踏まえた衛生管理を行う責

務があります。また、馬の所有者以外の者が農場の管理を実質的に行っている場合に

は、馬の所有者の責任の下で当該飼養衛生管理者に衛生管理の取組を実施させること

を明示し、責任の所在を明確化しています。 

２． 不遵守の判断基準 

衛生管理に対する馬の所有者の責務を理解しておらず、飼養衛生管理者を選任しな

い等、防疫体制の構築を図っていない場合、また、馬の所有者以外を飼養衛生管理者

としている場合にあっては、飼養衛生管理者に本基準の規定による防疫体制の構築に

努めさせていない場合は、不遵守となります。 
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３． 参考情報 

（１）畜産の各規制に関わる法律は、「家畜伝染病予防法」（昭和 26 年法律第 166

号。以下「法」という。）のほか、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する

法律」（昭和 28 年法律第 35 号）、「水質汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138

号）、「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号）、「家畜排せつ物の管理の適正

化及び利用の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 112 号）、「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）、「化製場等に関する法律」

（昭和 23 年法律第 140 号）、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律」（昭和 35 年法律第 145 号）、「獣医師法」（昭和 24

年法律第 186 号）等が挙げられます。 

なお、本規定中にある「この項」とは、飼養衛生管理基準のうち馬に係る全体を

指しています。また、飼養衛生管理指導等計画は法第 12 条の３の４第１項の規定

に基づき都道府県ごとに定められています。 

（２）法第３条に規定する「管理者」と、法第 12 条の３の２に規定する「飼養衛生

管理者」は制度上全く別のものであり、「飼養衛生管理者」制度の新設により、「管

理者」の解釈や運用が変わるものではありません。したがって、これまで「管理者」

に該当する者と整理していた者（例えば、定期報告の報告主体となっていた家畜の

所有者以外の者）には、引き続き、法の規定が適用されます。 

「管理者」とは、施設の所有者や馬の飼養者が該当し、罰則の適用もあり得る者

であり、例えば、競馬のトレーニングセンターや競馬場の厩舎の所有者が法第３条

の「管理者」と解釈されます。「飼養衛生管理者」とは、馬の所有者が、馬を現に

飼養する者のうち、衛生管理区域に出入りする者（従事者等）を管理するために選

任した者です。 

例えば、競走馬のように、①馬の所有者、②飼養施設（厩舎）の所有者、③ 馬

の管理者（調教師）が異なるケースでは、施設に関する法の規定（第８条の２）は

②の者に、馬の管理に関する法の規定（第 12 条の３の２等）は③の者に適用する

ことが適切と考えられます。 

なお、実態として、「飼養衛生管理者」として選任された者と「管理者」が同一

の者となることもあり得ます。 
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2 家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践 

飼養する馬が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生

所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関

する講習会への参加、農林水産省のウェブサイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する

情報を積極的に把握すること。これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養

衛生管理状況を定期的に点検し、改善を図ること。家畜保健衛生所が行う検査を受け、

指導に従うこと。 

１． 本項目の目的 

農場の防疫体制の構築や馬の衛生管理を適切に実施するためには、農林水産省や家

畜保健衛生所から提供される馬の伝染性疾病の発生状況、飼養衛生管理の適切な取組

等に関する情報を踏まえ、自己点検により生産者自ら衛生管理の課題を確認し、維持

・向上に取り組む必要があります。 

また、農場の飼養衛生管理状況は、家畜保健衛生所や担当の獣医師等と共有できる

よう見える化を行うとともに、指導を受け、関係者一体となってその維持・向上を図

ることが重要です。 

２． 不遵守の判断基準 

家畜防疫に関する最新情報の把握等がされており、本項目を遵守しているか確認す

るためには、以下の４点が満たされていることを確認することが必要です。 

（１）家畜保健衛生所から提供される情報を確認すること 

国は、諸外国や WOAH（国際獣疫事務局）等の国際機関との相互の情報交換を

通じ、常に海外におけるアフリカ馬疫等の馬の伝染性疾病の最新の発生状況を把握

し、必要に応じて都道府県等に情報提供を行い、都道府県は家畜保健衛生所を通じ

て、国から提供を受けた発生状況に関する情報について、速やかに、電子メール、

ファクシミリ、電話、郵送等により全ての馬の所有者等（馬の所有者及び飼養衛生

管理者をいう。以下同じ。）に周知することとされています。このように提供され

た情報について、馬の所有者等が確認しているか、馬の所有者等に聞取りを行うこ

とが必要です。家畜保健衛生所等から提供される情報について、受取りを拒否した

り、確認していなかったりすることが認められる場合には不遵守となります。 
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（２）家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること 

上記（１）で家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認していれば、家畜保

健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブサイ

トの閲覧を行っていなくても不遵守とはなりません。一方、家畜保健衛生所が提供

する情報には、農林水産省が発信する情報以外にも地域の実情に応じた情報等が含

まれるため、（１）で不遵守が認められる場合には、農林水産省のウェブサイトを

閲覧していても本項目は不遵守となります。 

（３）自らの農場の飼養衛生管理状況を定期的に点検し改善を図ること 

上記（１）及び（２）で把握した最新情報を踏まえ、直近の家畜衛生状況に応じ

た防疫体制となるよう点検及び改善がなされていることが必要です。消毒設備や衛

生管理区域の設定等に不備が生じている、疾病の発生状況等の変化に防疫体制が対

応できていない等の状況において、それを改善しようとしない場合には不遵守とな

ります。 

（４）馬の所有者等は、馬の伝染性疾病の発生を予防するために家畜保健衛生所が行

う指導等に従うこと 

飼養衛生管理基準を遵守している馬の所有者等に対し、飼養衛生管理の高度化の

ために行う助言に従わないことをもって、不遵守とはなりませんが、 

① 家畜保健衛生所による立入りや検査を拒んだ場合（この場合の検査とは、法第

５条や法第 51 条等の規定に基づく家畜保健衛生所の検査を意味しています。） 

② 飼養衛生管理基準を遵守していない馬の所有者等に対し、馬の飼養に係る衛生

管理の方法を改善し、飼養衛生管理基準を遵守するよう求める家畜保健衛生所が

行う指導に従わない場合 

③ 他の農場で飼養する馬への馬の伝染性疾病のまん延を防止するため、家畜保健

衛生所が行う指導に従わない場合 

には、不遵守となります。 

３． 参考情報 

家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェ

ブサイトの閲覧は、馬の伝染性疾病の発生状況や留意点を把握するために有用です。
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また、「５ 獣医師等の健康管理指導」の項で、担当の獣医師又は診療施設を定め、

指導を受けることとされており、この指導を積極的に活用することも有用です。 
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3 飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底 

次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作成に当たっては、

獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び外部事業者が当該マニュアルを

遵守するよう、当該マニュアルを印字した冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置

を講ずること。馬の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及

び外部事業者に周知徹底すること。 

（１）従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項  

（２）海外渡航時及び帰国後の注意事項 

（３）海外からの肉製品の持込み（郵便物による持込みを含む。）に関する注意喚起 

（４）衛生管理区域及びその出入口並びに消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示

した農場の平面図 

（５）農場内への不適切な物品の持込みの禁止 

（６）可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組 

（７）持ち込む工具、機材、食品等の取扱い 

（８）野生動物の衛生管理区域内への侵入防止 

（９）手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消

毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等 

１． 本項目の目的 

 農場の防疫や馬の衛生管理を実効性のあるものとするためには、飼養衛生管理に関

する作業の手順を明確にし、馬の所有者等、従業員、外部事業者等、農場に立ち入る

全ての者が適切な手順で作業を行う必要があります。そのため、従業員がおらず馬の

所有者のみで管理している農場においても、本項目を遵守してマニュアルを作成する

必要があります。 

２． 不遵守の判断基準 

本項目を遵守しているか確認するためには、以下の４点が満たされていることを確

認することが必要です。 
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（１）本項目の本文中に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること 

マニュアルが規定する内容には、本文中に掲げる９点のうち該当する事項が含ま

れている必要があります。例えば、農場内へ持ち込むのに不適切な物品（飼養衛生

管理基準に基づくもの以外に、当該農場のルールにより持ち込むことを禁止してい

る物品を含む。）を規定していない場合は、不遵守となります。 

なお、マニュアルについては、随時参照する観点から、ひとまとめにする必要は

ありません。ただし、全てのマニュアルの最新版を常に把握し、適切に更新するな

ど、管理ができている必要があります。 

また、農場の飼養衛生管理の手順を変更する場合は、事前にマニュアルを更新す

る必要があります。マニュアル作成後に野生動物の生息状況や疾病の発生状況、農

場の周辺状況が変化し、マニュアルで規定する内容と実情が異なるようになった場

合は、速やかにマニュアルを更新する必要があります。この更新作業が行われてい

ない場合は、不遵守となります。 

マニュアルに規定すべき９点の事項は、それぞれ、本基準の他の項目で義務の内

容が記載されており、マニュアルには当該義務内容を含める必要があります。 

（２）マニュアル作成に当たっては、獣医師等の専門家の意見を反映させること 

農林水産省が作成するマニュアルの記載例等を参考に、各農場の人の出入りや飼

養管理方式等の実情に応じて科学的に適切なものとなるよう、作成過程で、獣医師

等の専門家（担当の獣医師、家畜防疫員等）の意見を聞き、内容に反映させる必要

があります。獣医師等の専門家から指摘があったにもかかわらず、その内容を反映

させていない場合は、不遵守となります。 

（３）従事者及び外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう冊子の配布、看板の設

置等の必要な措置を講ずること 

マニュアルは、従事者及び外部事業者が随時参照し、常に遵守すべきものです。

作成後、事務所の本棚の奥に保管されているだけで、従事者及び外部事業者の目に

留まらないような場合、農場の誰もがどこにあるのか答えられない場合は、本項目

の不遵守となります。なお、冊子の配布は例示として記載しています。従事者及び
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外部事業者が当該マニュアルを遵守できるよう、実効性のある対応が確認できれば

問題ありません。 

（４）馬の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部

事業者に周知徹底すること 

「2 家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践」の項に規定してい

る、馬の所有者等が把握すべき情報について、情報を把握した後、貼り紙その他の

手法により、従事者や外部事業者に周知する必要があります。関連情報について従

事者等が認識できていない場合には、不遵守となります。貼り紙等による周知が見

られない場合、関連情報等について認識しているかどうかを従事者等に聞取りを行

うことが有効です。 

３． 参考情報 

（１）マニュアルの内容については、上記９点のうち該当する事項は最低限として、

そのほか農場の実情に応じて必要となる防疫作業に関する手順を記載するよう指

導してください。特に緊急性が高い、異状を発見した場合の通報ルール、連絡先、

異状の発見を受けて取るべき具体的な防疫作業の手順等を記載することが推奨さ

れます。 

従事者や外部事業者にマニュアルの規定を遵守させるためには、可能な限り図や

写真を使って見える化を行うことが有効です。例えば、更衣室における手指の洗浄

及び消毒や着替えの手順について、写真や図を使って示すことにより、誰でも適切

な手順で実施できるようになり、人為的なミスによる病原体の侵入の防止につなが

ります。 

なお、マニュアルの実効性を確保するために、農場や従事者等の状況の変化を踏

まえて更新し続けることが重要です。更新する際も、初版の作成時と同様、獣医師

等専門家の意見を聞く必要があります。家畜保健衛生所からの指導があった場合は

直ちにマニュアルへ反映し、従事者や外部事業者へ周知する必要があります。 

（２）従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟に関する禁止事項とは、農場

とは別に住居敷地内で動物を飼っている場合には、当該住居敷地内で使用した衣服

や靴の交換及び、車両の交換又は消毒をしないで農場での飼養管理を行うことを禁
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止するといった対応を想定しています。また、狩猟を行った場合も同様に狩猟に使

用した衣服や靴の交換、車両の交換又は消毒をせずに当該農場での飼養管理を行う

ことを禁止するといった対応を想定しています。 

（３）海外からの肉製品の持込みは、馬以外の畜種では、我が国に越境性の伝染性疾

病を侵入させる主要な要因となります。馬の飼養農場においては、海外からの肉製

品の持込み（郵便物による持込みを含む。）に係る規則の遵守が徹底されるよう、

馬の所有者等からの外国人労働者等に対する注意喚起を促す意図で規定していま

す。 

（４）事項（６）、（７）に記載している「工具」とは、外部事業者等が他農場で使

用したものを想定しています。また事項（７）に記載している「食品」とは、衛生

管理区域内に持ち込んだ食品（特に肉製品）が誤って馬及び飼養している他の家畜

の口に入ることを防止するために記載しています。 

（５）野生動物の衛生管理区域への侵入防止の事項の記載については、飼養衛生管理

基準の規定によるもののほか、都道府県や地域、農場独自の取組を具体的な手順ま

で落とし込むものとしてください。 

（６）手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、

消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間とは、対象物品の分類ごとに、当該農場の作

業体系で想定される有機物の付着量、温度条件、使用する消毒薬の用法・用量等を

勘案し、病原体の低減効果が十分に得られる内容とします。例えば、長靴の交換時

の消毒方法として、使用した長靴は、汚れを水洗いしながらブラシで落とした後に、

内側も含めて全面を消毒薬に浸し、その後乾燥させるといった工程やそれぞれの工

程の作用時間まで明記することを意図しています。マニュアルの作成指導に当たっ

ては、各位の獣医学的知見のほか、必要に応じて「畜産分野の消毒ハンドブック（平

成 31 年 2 月）（公益社団法人中央畜産会）」も参考としてください。 

（７）農場での円滑なマニュアルの作成に当たっては、適宜、国作成のマニュアル例

をひな形として活用しながら、農場ごとの取組を加筆し、作成後も随時改訂を続け

ていく対応をお願いします。 
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4 記録の作成及び保管 

次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 

（１）衛生管理区域（６に規定する衛生管理区域をいう。以下この項において同じ。）

に立ち入った者（当該農場の従事者を除く。）の氏名及び住所又は所属、当該衛

生管理区域への立入りの年月日、その目的（所属等から明らかな場合を除く。）

並びに消毒の実施の有無（衛生管理区域に車両を入れる者にあっては、当該車両

の消毒の有無を含む。消毒の実施の記録については、衛生管理区域の出入口等に

台帳を設置し、これに記入すること。）並びに当該立ち入った者が過去一週間以

内に海外から入国し、又は帰国した場合にあっては、過去一週間以内に滞在した

全ての国又は地域の名称及び当該国又は地域における馬の飼養施設等への立入り

の有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定さ

れる施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特

定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防

止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確

認した場合は、この限りでない。 

（２）従事者が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域の名称 

（３）導入、出荷又は移動を行った馬の種類、頭数及び健康状態、導入元又は出荷若し

くは移動先の農場等の名称並びに導入、出荷又は移動の年月日 

（４）飼養する馬の頭数、月齢及び異状の有無並びに異状がある場合にあってはその症

状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 

（５）家畜保健衛生所、担当獣医師等からの当該農場への指導の内容 

１． 本項目の目的 

 疾病発生時に早期に感染ルートを特定することを目的としています。また、記録及

び保管させることにより衛生管理の意識を高めるとともに、消毒等の実効性を担保す

ることも目的としています。 

２． 不遵守の判断基準 

記録を作成していない場合、１年間保存していない場合及び本項目に掲げられてい

る情報が記録されていない場合には、不遵守となります。 
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このため、記録の保存状況を確認するとともに、馬の所有者等に対し、必要な情報

を必ず記録していることを確認することが必要です。個別の記録ごとの留意事項は以

下のとおりです。 

（１）衛生管理区域に立ち入った者に関する記録 

記録の内容は、立入日、立ち入った者を特定するために必要な情報、立入りの目

的、消毒の実施の有無、過去１週間以内に海外から入国又は帰国した場合の滞在先

の情報です。 

これらを自ら記録させることにより、消毒等の実効性を担保し、また他の馬の飼

養施設等に立ち入った者や過去１週間以内に海外から入国又は帰国した者に立入

制限の必要性をしっかりと確認させることとなります。 

ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設

において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒等、不特定かつ多数の

者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための

規則（マニュアル）が策定されており、家畜防疫員が適切であると判断した場合は、

当該記録は不要となります。 

（２）従事者の海外への渡航に関する記録 

記録の内容は、氏名その他の渡航者を特定するために必要な情報、渡航国又は地

域名、滞在期間に加え、渡航中の畜産関係施設等への立入りの有無が必要です。 

（３）馬の導入、出荷又は移動に関する記録 

記録すべき頭数には、導入時に妊娠していた個体が導入後に分娩して増えた頭数

も含みます。 

（４）馬の頭数、月齢、異状、治療、投薬に関する記録 

異状のある場合には、症状（年月日、頭数（死亡頭数を含む）、月齢を含む）、

獣医師による診療結果、処置の状況の記録が必要です。 

頭数、月齢、出産数については、適切な頻度で記録をします。記録を確認した際

に、その時点で飼養している全ての馬について頭数と月齢が把握できるような記録

の方法である必要があります。 
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（５）農場指導の内容 

家畜保健衛生所や担当の獣医師から農場指導があった場合は、随時記録する必要

があります。指導内容について、文書によるものは保存、口頭によるものは書き留

めをそれぞれ行った上で、飼養衛生管理マニュアルへ反映すべき内容は反映させ実

効的なものとしてください。 
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５ 獣医師等の健康管理指導 

農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設（家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている者

又は施設に限る。）を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼

養する馬の健康管理について指導を受けること。 

１． 本項目の目的 

適切な防疫体制の維持及び馬の伝染性疾病の早期発見・通報の観点から、家畜保健

衛生所と緊密に連絡を取っている担当の獣医師又は診療施設を定めておく必要があり

ます。 

２． 不遵守の判断基準 

担当の獣医師又は診療施設が定められていなければ不遵守となります。農業共済組

合及びその指定又は委嘱の獣医師も指導可能です。なお、民間獣医師の確保が困難な

地域では、担当の獣医師を家畜保健衛生所の獣医師とすることも可能です。 

また、当該獣医師又は診療施設から定期的に指導を受けていなければ不遵守となり

ます。飼養衛生管理基準の遵守が不十分にもかかわらず、指導頻度が年１回未満であ

る等、その頻度が著しく低く、定期的な指導を受けているとは客観的に認められない

場合にも不遵守となります。 

３． 参考情報 

（１）獣医師及び診療施設に対しては、馬の所有者等への指導内容の告知を可能な限

り文書で行うよう助言してください。 

（２）馬の所有者等に対しては、指導内容を可能な限り飼養衛生管理マニュアルや施

設・設備の整備計画へ反映し、着実に実践することを助言してください。 

 



 

14 

 

〔飼養環境に関する事項〕 

６ 衛生管理区域の設定 

農場に、病原体の侵入及びまん延の防止を重点的に行う区域として衛生管理区域を設定

し、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の場所が明確に分かるようにする

こと。衛生管理区域は、厩舎、馬に直接接触する物品の保管場所並びに馬に直接触れた

者が消毒並びに衣服及び靴の交換（厩舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除

く。）を行わずに行動する範囲の全てを網羅すること。また、衛生管理区域の設定に当

たっては、出入口の数が必要最小限となり、馬、資材、死体等の持込み又は持出し場所

が可能な限り境界に位置するよう設定すること。 

１． 本項目の目的 

衛生管理区域は、部外者の立入制限、出入口での消毒、衣服や靴の交換等の衛生管

理を重点的に実施することにより、病原体に汚染される可能性が少ない清浄区域とし、

馬への病原体の侵入リスクを低減するために設定するものです。 

２． 不遵守の判断基準 

衛生管理区域が正しく設定されており、本項目が不遵守でないか確認するためには、

以下の３点が満たされており、これらが平面図に明示されていることが必要です。 

（１）衛生管理区域の範囲が正しく設定されていること 

衛生管理区域は、以下の①～③の全てが網羅されていることが必要です。 

① 馬を飼養する厩舎、パドック、放牧場等 

② 馬に直接接触する物品の保管場所（飼料タンク、飼料倉庫、堆肥舎並びに清掃、

馬の出荷及び死亡馬の管理等の一連の作業に関連する農場内の全ての施設等） 

ただし、飼料タンクから厩舎内までパイプラインを介して直接搬送される場

合は、当該飼料タンクを衛生管理区域外とすることが可能です。 

③ 馬に直接触れた者が消毒や衣類及び靴の交換を行わずに行動する範囲 

確認に当たっては、従事者等の日常の作業動線を聞き取り、設定されている

衛生管理区域が網羅されていることを確認することが必要です。 
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他方、不特定かつ多数の者が出入りのたびに消毒や衣服・靴の交換ができな

い場所（公道、生活居住区等）は、衛生管理区域の範囲に含めることはできま

せん。 

このため、農場と同じ敷地内にある住宅等の施設への行き来に際しては、原

則、敷地内に衛生管理区域外としての専用の通路を設定すること等により、衛

生管理区域を通過しないで済むようにする必要があります。なお、農場及び住

宅等の出入口が１箇所しか設けられず、かつ、道が狭小である等、衛生管理区

域外である住宅等の施設に行き来するために衛生管理区域を通過せざるを得な

い場合は、項目 10、11、19 及び 20 に応じた対応をすることが必要です。 

なお、採草地を衛生管理区域に設定する必要はありません。採草地を一定期

間に限って放牧場として利用する場合は、期間を限定して衛生管理区域として

設定することが可能です。この場合、平面図にもその旨を記載するか、又は随

時更新する必要があります。 

（２）衛生管理区域とそれ以外の区域の境界が明確に分かるように区分されているこ

と 

柵、塀等の物理的な障壁、崖等の自然の障壁のほか、ロープ、プランター、三角

コーン又は消石灰帯等により、従事者等が明確に認識できるように区分されている

ことが必要です。 

（３）出入口の数が必要最小限となり、馬、資材、死体等の入出場の場所が可能な限

り境界に位置するよう設定すること 

各出入口の必要性や、馬、資材、死体等の入出場の場所を境界に設定できないか

どうかについて確認し、不要な出入口があった場合は不遵守となります。 

３． 参考情報 

（１）従事者及び外部事業者の出入口の数や出入りの頻度が多ければ、その分、管理

が困難になり、衛生管理区域への病原体の侵入リスクが高まると考えられます。例

えば、馬の搬入・搬出場所や堆肥、資材、死体等の保管場所が衛生管理区域の奥に

ある場合は、それらの場所へ移動する者が衛生管理区域内を頻繁に行き来すること
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につながります。このため、衛生管理区域内に従事者、外部事業者等の車両を入れ

ないための施設の配置が望ましいものとなります。 

（２）本項目に記載している「厩舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除く。」

については、同一の衛生管理区域内においても農場によっては、厩舎ごとの衣服の

交換を行う場合も想定されるため、記載しています。 
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〔馬に関する事項〕 

７ 飼養する馬の健康観察 

他の農場等から馬を導入する場合には、導入元の農場等における馬の伝染性疾病の発生

状況及び導入する馬の健康状態を確認すること等により健康な馬を導入すること。導入

した馬に馬の伝染性疾病にかかっている可能性のある異状がないことを確認するまでの

間、他の馬と直接接触させないようにすること。また、毎日、飼養する馬の健康観察（馬

の健康状態の確認に加え、出生及び死亡の状況の確認を含む。）を行うとともに、馬を

出荷等により農場外へ移動させる場合には、移動の直前に当該馬の健康状態を確認する

こと。 

１． 本項目の目的 

馬を飼養する上で、導入から出荷までの間に必要となる健康観察について規定して

います。 

まず、導入時において、農場外から馬の伝染性疾病を持ち込まないためには、健康

な馬を導入することが不可欠であり、そのために導入元農場等における疾病の発生状

況や導入する馬の健康状態を確認するものです。その際、当該農場において飼養され

ている馬と接触してしまうと、万が一導入された馬が伝染性疾病に罹患していた場合、

農場内でまん延するおそれがあることから、健康状態を確認するまでの間、飼養され

ている馬との接触を避けることも規定しています。 

また、自ら飼養している馬の健康状態を毎日観察することは、馬の健康状態が普段

と違うことに迅速に気付くためにも非常に重要なことです。このため、毎日実施して

いる飼養管理の中で、馬の健康状態がいつもと違わないかどうかを確認する必要があ

ります。 

２． 不遵守の判断基準 

（１）家畜導入時の健康観察 

導入する馬が健康であるか、何ら確認を行っていない場合は不遵守となります。

馬の導入記録を確認し、健康確認が行われていることを確認するとともに、馬の所

有者等に対し、健康確認の方法を聞き取ることが必要です。健康確認の方法が不十

分な場合には、取るべき健康確認の方法を具体的に助言することが必要です。 
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また、異状がないことを馬の所有者等が確認するまでの間、他の馬と直接接触さ

せた場合は不遵守となります。このため、導入した馬の隔離スペースが確保されて

いるか確認することが必要です。また、隔離スペースが確保されていない場合には、

どのように他の馬と接触させないようにしているか聞き取り、不十分な場合には、

農場の飼養状況、疾病発生状況等を踏まえ、具体的な改善方法を助言します。なお、

異状がないことの確認期間は規定していません。具体的な期間については、当該農

場及び導入元の疫学情報、主要な病原体の潜伏期間等を総合的に勘案し、指導して

ください。 

（２）毎日の健康観察 

毎日の健康観察を実施しない場合、不遵守となります。馬の所有者等に対し、毎

日の健康観察を実施しているか確認するため、下記の事項について聞取りを行い、

その記録も確認することが必要です。さらに、項目４に規定する記録において、馬

の異状の有無も記入することとされていますので、当該記録を参照することにより、

確実に実施されているかを確認することができます。 

（毎日の健康観察でチェックする事項） 

・ 調子が悪い馬がいる厩舎（馬房）や頭数、症状 

・ 死亡した馬の有無と状況 

・ 出産記録 等 

（３）農場外への移動時の健康観察 

移動の直前に当該馬の健康状態を確認していない場合は不遵守となります。この

ため、出荷等の移動の記録を確認し、健康確認（活力、食欲、排せつの状況や発熱、

鼻汁、流涎等の異状の有無を確認すること。）が行われているかを確認するととも

に、馬の所有者等に対し、健康確認の方法を聞き取ることが必要です。健康確認の

方法が不十分の場合には、取るべき健康確認の方法を具体的に助言することが望ま

しいです。 

３． 参考情報 

項目４に規定する記録において、導入した馬の健康状態等の有無も記入することと

されていますので、当該記録を参照することにより、確実に実施されているかを確認
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することができます。
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Ⅱ 衛生管理区域への病原体の侵入防止 

〔人に関する事項〕 

８ 衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限 

必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立

ち入った者が飼養する馬に接触する機会を最小限とするよう、出入口及び飼養管理関連

施設付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、競馬場、乗馬施設

その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口に

おける手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病

原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切

なものであることを確認した場合は、この限りでない。 

１． 本項目の目的 

衛生管理区域を病原体に汚染される可能性が少ない清浄区域とするためには、必要

のない者をむやみに立ち入らせないことが必要です。その具体的措置として、必要の

ない者が馬の所有者等の許可なく立ち入ることがないよう出入口の数を必要最小限

とする（項目６において規定）ことに加え、本項目において馬の所有者等は必要のな

い者が立ち入らないようにし、仮に立ち入る場合であっても馬に接触する機会を最小

限とするよう、出入口及び飼養管理関連施設付近への看板の設置等により、そのこと

を不特定多数の者に知らしめることを規定しています。 

ただし、上記を厳格に適用することがそもそも困難な観光牧場その他の不特定かつ

多数の者が立ち入ることが想定される施設については、出入りする際の病原体の持込

み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なもので

あることを確認した場合は、例外としています。 

２． 不遵守の判断基準 

本項目が不遵守でないか確認するためには、以下の２点が満たされていることが必

要です。 

（１）出入口で明確な立入制限がされている（出入口の数が必要最小限である）こと 

衛生管理区域への馬の所有者及び従業員以外の者の立入りが明確に制限されて

いることを認識できる状態になっていることが必要です。このため、出入り可能な
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状態であるにもかかわらず、立入りが制限されていることを認識できないと認めら

れる場合は、不遵守となります。 

なお、作業動線上不要な出入口があったり、物理的に衛生管理区域が区分されて

おらず、出入りが可能なところがあったりするからといって直ちに不遵守になるわ

けではありませんが、看板の設置等を行わず、立入りが制限されていることが馬の

所有者以外の者に認識されないような状態になっている場合は不遵守となります。 

また、看板の設置等が行われている場合であっても、衛生管理区域への馬の所有

者及び従業員以外の立入りが制限されていること並びに馬の所有者等の許可を得

て立ち入る場合であっても許可なく馬に接触しないことが明確になっていない場

合には、その内容を改善するよう助言してください。 

（２）観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設の場合、

それらの者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止す

るための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認して

おくこと 

当該規則には、①衛生管理区域の設定、②入場者への協力依頼、③入退場車両の

消毒、④入退場者の消毒、⑤馬の健康観察、⑥異状確認時の通報ルールの作成等の

内容が含まれていることが必要です。 

これら病原体の持込み及び持出しを防止するための規則を作成しない、又は作成

していても①～⑥が満たされていない場合は不遵守となります。 

３． 参考情報 

観光牧場等における病原体の持込み及び持出しを防止するための規則の作成につ

いて 

（１）病原体の持込み及び持出しを防止するための規則を作成する必要性 

馬の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止のためには、衛生管理区域への必要の

ない者の立入りを制限することが重要です。しかしながら、観光牧場等は、動物の

見学、ふれあい体験等を目的としており、立入りを制限することは困難です。 

このため、飼養衛生管理基準に定められた、衛生管理区域への不特定かつ多数の

者の立入りの制限及び立入者の記録の作成・保管については、その代替措置として、
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出入口における手指及び靴の消毒等、病原体の持込み及び持出しを防止するための

規則をあらかじめ作成することが義務付けられています。 

（２）規則の内容 

① 衛生管理区域の設定 

ア 場内を衛生管理区域※とそれ以外の区域に分ける。 

イ 衛生管理区域の中に、来場者が入場可能な区域（ふれあい広場、見学可能な

厩舎等馬と接触する場所を含むエリア。以下「入場可能区域」という。）があ

る場合には、関係者以外立入禁止の区域（ふれあいに供しない馬の飼養エリア。

以下「立入禁止区域」という。）と分ける。かつ、入場可能区域で飼養する馬

と立入禁止区域で飼養する馬は直接接触しないよう飼養場所を明確に分ける。 

※ 馬を飼養する場所、厩舎やその周辺の飼料タンク、飼料倉庫等、病原体の

侵入を防止するために衛生的な管理が必要となる区域をいう。 

【記載例】 

図○のとおり、衛生管理区域を設定する。また、衛生管理区域を入場可能区域と

立入禁止区域に区分する。 

② 入場者への協力依頼 

ア 口頭、場内放送、パンフレット、ウェブサイト等により、馬の伝染性疾病の

発生予防のための措置を実施している旨を周知する。 

イ 原則、入国又は帰国後１週間以内での入場を拒否している旨を周知する。 

ウ 入場ゲート付近、入場可能区域では、立て看板等により、靴の消毒及び手指

の洗浄・消毒の実施並びに肉製品を含む食品の持込禁止を依頼する旨を周知す

る。 

エ 立入禁止区域では、立て看板等により、部外者の立入を禁止する旨を周知す

る。 

＊場内放送、パンフレット、ウェブサイト、看板等による周知は入場者の国籍

を考慮し複数の言語により行うようにしてください。 

【記載例】 

場内放送、パンフレット、ウェブサイト等により、馬の伝染性疾病の発生予防の
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ための措置を実施している旨を周知する。また、馬とのふれあい体験時には、実施

前に馬の伝染性疾病の発生予防について十分説明して、消毒への協力を求める。 

③ 入場車両の消毒 

ア 来場者用の駐車場は、衛生管理区域外に設置する。衛生管理区域外に駐車す

る車両は、消毒を必要としない。 

イ 衛生管理区域内に入場する車両については、飼養衛生管理基準及び本手引き

に従って消毒を行う。 

④ 入場者の消毒 

ア 衛生管理区域内の入場可能区域の出入口では、消毒マット等の靴の消毒設備

を設置する。 

イ 馬と接触する前後に手指の洗浄・消毒を実施するための、手洗い設備・手指

消毒液を設置する。 

【記載例】 

１ 入場ゲートにおける措置 

・靴の消毒、手指の洗浄・消毒の実施の協力を依頼する旨の立て看板を設置する。 

・来場者の車は、衛生管理区域外にある来場者用駐車場に駐車し、やむを得ず、

衛生管理区域内に入場する車両については、動力噴霧器により消毒を行う。 

２ 入場可能区域における措置 

・靴の消毒、馬の接触前後における手指の洗浄・消毒の実施の協力を依頼する旨

の立て看板を設置する。看板の設置場所は図○のとおり。 

・出入口に靴底を消毒するための消毒マットや踏込消毒槽等を設置する。 

１日○回消毒液の点検を行い、不備がある場合は補充を行う。 

・ふれあい広場では、ふれあいをする人が出入りするための扉を設置する。 

・手洗い場の設置箇所は図○のとおり。手洗い場には、手指洗浄液及び消毒用ア 

ルコールを設置し、毎朝補充する。 

・週○回程度、噴霧式消毒器等にて厩舎を消毒する。 

３ 立入禁止区域における措置 

・出入口に、訪問者の立入りを制限する旨を周知する立て看板を設置する。 
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⑤ 馬の健康観察の実施 

ア 定期的に診療、健康管理の指導等を行う担当の獣医師又は診療施設を確保す

る。 

イ 毎日、馬の健康状態を確認する。具体的には、活力、食欲、排せつの状況や

発熱、鼻汁、流涎等の異状有無を確認し、記録する。 

ウ ふれあいで使用した馬をふれあいに供しない群に戻す場合は、馬の伝染性疾

病にかかっている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の馬と

直接接触させないようにする。 

【記載例】 

・毎日、馬の健康状態を確認する。 

・ふれあいで使用した馬は、１週間以上、他の馬から隔離して飼養する。 

その後、異状がないことを確認してから、群に戻す。 

⑥ 異状確認時の通報ルールの作成 

ア 馬の異状確認時の通報ルールを作成し、これを全従事者に周知徹底する（周

知の方法としては、講習会の開催、ルールの内容をポスターにして掲示するこ

と等）。場内の連絡ルートを明確にしておくとともに、担当の獣医師又は診療

所、管轄の家畜保健衛生所の連絡先も把握しておく。 

イ 馬に異状がある場合は、担当の獣医師又は診療施設に連絡する。 

ウ 近隣又は場内で馬の伝染性疾病が発生した場合に備え、疾病の種類及び発生

地域との距離等を踏まえた段階的な防疫措置を想定しておくことが望ましい。 

【記載例】 

・馬の異状を発見した者は、牧場長に連絡し、○○診療所（XXX-XXX-XXXX）

に診療を依頼する。 

・国内／県内／場内で馬の伝染性疾病が発生している場合、家畜保健衛生所の指

示・指導を受けた上で、 

第１段階：（国内（県内及び周辺県を除く）で発生した場合）  

衛生管理区域の消毒を徹底し、ふれあい体験の中止を検討する。 

第２段階：（周辺県で発生した場合） 
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放牧・厩舎見学を中止し、入場可能地域で馬を飼養しない。 

第３段階：（場内あるいは県内で発生した場合） 

衛生管理区域への牧場関係者以外の立入りを禁止する。 

⑦ その他 

そのほかに、団体予約受付時のルールの説明（入場前の講習会の実施等）、

海外からの入国者への対応等（外国語でのルール説明、外国語のパンフレット

の作成等）、牧場独自に実施している防疫措置があれば記載する。 

【記載例】 

・団体による見学又はふれあい体験の予約受付時には、靴及び手指の消毒の徹底

等、馬の伝染性疾病の発生予防のための措置への協力を依頼する。 

・動物ふれあい体験については、体験申込みの際に体験者の渡航歴を確認し、過

去１週間以内に海外から入国（帰国）していた場合は、体験をお断りする。 

（３）留意事項 

① 海外渡航者及び他の馬の飼養施設入場者の入場制限、他の馬の飼養施設等で使

用した物品の洗浄・消毒、海外で使用した衣服等の持込制限については、上記（２）

②のように、入場者に防疫対策の周知を図り協力を求めることにより、入場者に

対する措置に代えて差し支えありません。 

② 立入禁止区域については、飼養衛生管理基準に従って対応します。 

③ 上記記載例は規則の一例であるので、場内の配置、設備、組織体制等を考慮  

して、各牧場に応じた規則を作成します。 
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９ 他の馬の飼養施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置 

当日に他の馬の飼養施設等に立ち入った者（農場の従事者、家畜防疫員、獣医師、装蹄

師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。）及び過去一週間以内に海外から入国し、

又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること（その者が、シャワー

による身体の洗浄その他の必要な措置を講じた上で、やむを得ず立ち入る場合を除く。）。 

１． 本項目の目的 

同日に他の農場に立ち入った者、過去１週間以内に海外から入国した者を衛生管理

区域に立ち入らせることは、衛生管理区域内に馬の伝染性疾病の病原体を侵入させる

リスクとなります。このため、このような条件に該当する者は、衛生管理区域に立ち

入ることが必要な獣医師、飼料運搬業者等の畜産関係者※を除き、原則として衛生管

理区域に立ち入らせないようにする必要があります。 

ただし、上記条件に該当するものの、どうしても立ち入る必要がある場合には、入

浴し、専用の衣服及び靴への着替え等の適切な防疫措置を講じれば、この限りではあ

りません。なお、立ち入る必要がある場合とは、資材の搬出入や施設・設備等の修繕

等、飼養管理上どうしても必要な場合のことを指します。 

※ 業務を円滑に行う上での必要性及び家畜衛生対策に関する正しい理解を前提と

して立入りを可能としています。したがって、平時から家畜衛生対策に関する情報

を把握した上で、各農場の飼養衛生管理マニュアル等に沿って正しい方法で更衣、

消毒等を実施する必要があります。 

２． 不遵守の判断基準 

（１）当日に他の馬の飼養施設に立ち入った者（農場の従事者、家畜防疫員、獣医師、

装蹄師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。）又は過去１週間以内に海外か

ら入国した者と知り得ていながら、別日での対応が可能である、立ち入らなくても

写真、映像等で知りたい事柄を確認できる等、必ずしも立ち入る必要がないにもか

かわらず、衛生管理区域内に立ち入らせていた場合、不遵守となります。と畜場や

化製場から戻ってきた従事者も直接農場に戻らず、自宅等でシャワーを浴びてから

農場に戻るよう助言してください。 
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（２）馬の所有者等に対し、衛生管理区域に立ち入る者について、当日の他の馬の飼

養施設への立入りや過去１週間以内の海外からの入国がないことを確実に確認し

ているか聞き取ることが必要です。確認が行われていない場合は、不遵守となりま

す。 

また、明らかに立ち入る必要がない者を立ち入らせていると認められた場合は不

遵守となりますが、まずは必要性を十分考慮するよう助言してください。 
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10 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等 

衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用

して手指の洗浄及び消毒をさせること（その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有す

る消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及

びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。）。 

１． 本項目の目的 

 馬が飼養されている衛生管理区域内に区域外から馬の伝染性疾病を持ち込むこと

を防止するため、区域内に立ち入る者について、手指の洗浄及び消毒を適切に実施す

る必要があります。本項目においては、このための具体的措置として、①衛生管理区

域に立ち入る者のための消毒設備を設置すること、②立ち入る者に当該設備を利用し

て手指の洗浄及び消毒をさせることを規定しています。ただし、立ち入る者が当該消

毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒

機器を利用して消毒をすることでも問題はありません。また、本項目で規定している

消毒設備は、衛生管理区域の入口と出口が同じ場所である場合は、項目 19 で規定し

ている退出する者が利用する消毒設備と同じもので問題ありません。 

なお、馬飼養農場に対しては、その飼養管理の実態から、衛生管理区域専用の衣服

や靴への交換又は消毒を基準としては規定していませんが、農場の飼養衛生管理水準

の向上のためには、これらの取組を実施していただくことが望ましいと考えられます。 

２． 不遵守の判断基準 

本項目を遵守しているかを確認するためには、以下の２点が満たされていることを

確認することが必要です。 

（１）衛生管理区域の入口付近に立ち入る者のための消毒設備を設置していること 

衛生管理区域の入口において、同区域内を出入りする者が消毒可能な設備を適切

に設置していない場合、原則不遵守となります。このため、具体的な設備を視認し、

入口の状況等に応じて適切な消毒が実施可能な消毒設備が設置されているか確認

することが必要です。 

また、消毒の方法が不適切な場合にも不遵守となります。馬の所有者に対し、具

体的な消毒薬名や希釈倍数、交換頻度を聞き取るとともに、定められた用法・用量
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及び使用上の注意に従って使用されていることを確認することが必要です。仮に消

毒設備が設置されていない場合又は設置されていても不適切な消毒設備の場合は、

代替措置として立ち入る者に同等以上の効果を持つ消毒機器を携行させ、当該設備

を利用し、確実に消毒させる必要があります。これらの代替措置を実施していない

場合は不遵守となります。消毒設備が設置されていない場合は、馬の所有者等に対

し、携行した消毒機器による消毒が確実に実施されているかを確認する必要があり

ます。 

ただし、衛生管理区域の入口で専用の手袋を着用し、衛生管理区域内において取

り外さなければ、消毒設備がなく、手指の洗浄及び消毒を実施していなくても問題

はありません。 

（２）衛生管理区域に入る際に（１）の消毒設備を用いて、手指の洗浄及び消毒を常

時実施していること 

衛生管理区域に立ち入る者が立ち入る際に馬の所有者等が設置した消毒設備又

は携行した消毒機器を利用して手指の洗浄及び消毒を実施していなければ不遵守

となります。馬の所有者等に対し、確実に実施されているか聞き取ることが必要で

す。 

なお、項目４に規定する記録において、消毒実施の有無も記入することとされて

いますので、当該記録を参照することにより、確実に実施されているかを確認する

ことができます。 

ただし、衛生管理区域に立ち入る者が、退出するまでの間に、当該区域内で防除

対象としている感染源（人、物品、野生動物、飼養環境、馬）に接触しない場合（例

えば、車両に乗った状態で区域内を出入りする者が、区域内で車両から降車しない

事例等）や、区域内にいる者が、一度退出してから再度立ち入るまでの間に区域外

で感染源に接触しない場合（例えば、区域内専用の車両に乗った状態で退出後再度

立ち入るまでに、区域外で当該車両から降車しない事例等）はこの限りではありま

せん。 

 

 



 

30 

 

３． 参考情報 

消毒効果を十分に得るためには、消毒の前に洗浄し有機物等を除去することが重要

であることから、手指は消毒のみではなく、洗浄及び消毒を実施することとされてい

ます。 
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〔物品に関する事項〕 

11 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等 

衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、当該消毒設備を

利用して当該車両の消毒をさせること（その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有す

る消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を

除く。）。 

１． 本項目の目的 

馬が飼養されている衛生管理区域内に区域外から馬の伝染性疾病を持ち込むこと

を防止するため、区域内に入る車両にはその消毒を適切に実施する必要があります。

本項目においては、このための具体的措置として、①区域内に入る車両のための消毒

設備を設置すること、②車両を入れる者に対し、入れる際に当該設備を利用して常時

車両の消毒をさせることを規定しています。ただし、車両を入れる者が当該消毒設備

と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を

利用して消毒をすることでも問題はありません。 

２． 不遵守の判断基準 

本項目を遵守しているかを確認するためには、以下の２点が満たされていることを

確認することが必要です。 

（１）衛生管理区域の入口（車両が通行可能なものに限る。この（１）において同じ。）

付近に消毒設備を設置していること 

衛生管理区域の入口において、区域内に入る車両が消毒可能な設備を適切に設置

していない場合、不遵守となります。このため、動力噴霧器、車両用消毒ゲート、

車両用消毒槽、消石灰帯（日常的に、出入りする車両の長さの約 2 倍等の十分な

幅に適切な量で散布が必要。）等それぞれの地理的状況等に応じて適切な消毒が実

施可能な消毒設備が設置されているか視認して確認することが必要です。 

なお、動力噴霧器等により車両から落とした泥や汚れの上を、人や車両が通過し

て二次汚染しないよう、消毒場所にコンクリート盤や側溝を設置して洗い流せる仕

組みとすること、又は泥や汚れに十分量の消毒薬を散布すること等が必要です。 
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さらに、消毒実施者の靴底を消毒できる設備の設置や作業動線の消毒も実施する

ことが必要です。 

また、消毒の方法が不適切な場合にも不遵守となります。馬の所有者等に対し、

具体的な消毒薬名や希釈倍数を聞き取るとともに、定められた用法・用量に従い使

用されているか、さらに消毒の実施状況をどのような方法で確認しているかについ

て聞き取る必要があります。寒冷地等においては、消毒液が凍結しないよう、保管

庫の併設や不凍液の消毒液への添加等、消毒効果が担保されるよう努めていること

を確認することも必要です。 

仮に消毒設備が設置されていない場合又は設置されていても不適切な消毒設備

の場合においては、車両を入れる者に同等以上の効果を持つ消毒機器を携行させ、

当該機器を確実に利用させていないことが明らかになった場合には不遵守となり

ます。消毒設備が設置されていない場合は、馬の所有者等に対し、携行した消毒機

器による消毒を確実に実施させているかを確認する必要があります。 

また、タイヤハウス等に泥や汚れが多量に付着している場合は、消毒場所の汚染

及び消毒効果の低減の可能性があるため、洗車場で洗車後に来場するよう車両を入

れる者に案内することも有効です。 

（２）衛生管理区域内に入る車両が（１）の消毒設備を用いて常時消毒を実施してい

ること 

区域内に車両が入る際に、馬の所有者等が設置した消毒設備又は携行した消毒機

器を利用して消毒を実施していなければ不遵守となります。馬の所有者等に対し、

入る車両に対する消毒が確実に実施されているか聞き取るとともに消毒設備が適

正に作動していることを確認することが必要です。 

また、区域内に入る車両の消毒の実施位置が区域内に設置されている、区域外の

公道を通り再度区域内に入る等により、区域内において消毒実施前後の車両が交差

汚染するのを防止するため、適切な動線を確保することが必要です。 

なお、項目４に規定する記録において、消毒実施の有無も記入することとされて

いますので、当該記録を参照することにより、確実に実施されているかを確認する

ことができます。 
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３． 参考情報 

と畜場等への出荷から戻った際には、病原体を持ち込む可能性があることから、確

実な消毒の実施のために、衛生管理区域外で車両を消毒し、一晩置いてから戻す等の

取組が効果的です。 
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12 他の馬の飼養施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置 

他の馬の飼養施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品及び過去二月以内に海外

で使用した衣服及び靴は、原則、衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち

込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。 

１． 本項目の目的 

 他の馬の飼養施設等で使用した物品を衛生管理区域内に持ち込むことは、他の馬の

飼養施設等から区域内へ馬の伝染性疾病を持ち込むリスクとなるため、原則禁止です。

やむを得ず持ち込む場合については、適切に洗浄及び消毒を実施することが必要です。 

 また、海外で使用した衣服及び靴を消毒等の措置を施さずに衛生管理区域内に持ち

込むことは、区域内へ馬の伝染性疾病を持ち込むリスクとなり得ます。このリスクを

極力低減させるため、 

① 過去２か月以内に海外で使用した衣服や靴は、滞在していた国や訪問していた場

所に関わらず、区域内に原則持ち込ませない 

② やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄・消毒等を実施する 

必要があります。 

なお、２か月という期間については、馬インフルエンザウイルスの環境中での生存 

期間を考慮した期間です。 

２． 不遵守の判断基準 

（１）他の馬の飼養施設等で使用した物品 

物品とは、保定用具や体温計、繁殖検査用器具等に加え、農場内の工事で使用さ

れる工具等の馬の飼養に直接関係しないものも含まれます。工具等は可能な限り農

場に備えてあるものを使用するようにし、特殊器具等をやむを得ず持ち込む場合は、

他の馬の飼養施設（乗用馬市場、と畜場等を含む。）で使用したおそれのないこと

を確認するか、当該物品の素材に適した消毒方法で適切に洗浄・消毒等した上で持

ち込む必要があります。農場に持ち込む物品について、持ち込む前にこれらのこと

を必ず確認し、必要に応じて洗浄・消毒等を適切に実施しているかを飼養衛生管理

マニュアルの規定や馬の所有者等への聞取り等で確認します。 
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（２）海外で使用した衣服等 

過去２か月以内に海外で使用した衣服や靴であると認識し、やむを得ず衛生管理

区域に持ち込む場合であって、事前に洗浄、消毒等の措置を講じずに持ち込んだ場

合、不遵守になります。 

馬の所有者等に対し、衛生管理区域内に持ち込まれる衣服及び靴について、過去

２か月以内に海外で使用した衣服や靴ではないことを確実に確認しているか聞き

取ってください。確認が行われていない場合は、確実に確認を行うよう助言してく

ださい。 

（１）又は（２）において、やむを得ず持ち込む際、洗浄、消毒等を行っている場

合であっても、適切な方法で行われていない場合は不遵守となります。馬の所有者等

に対し、具体的な消毒薬名や希釈倍数、交換頻度を聞き取るとともに、定められた用

法・用量及び使用上の注意に従って使用されていることを確認することが必要です。

寒冷地等においては、消毒液が凍結しないよう、保管庫の併設や不凍液の消毒液への

添加等、消毒効果が担保されるよう努めていることを確認することも必要です。 
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Ⅲ 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止 

〔人に関する事項〕 

1３ 厩舎に立ち入る者の手指消毒等 

厩舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、厩舎に出入りする際に当該

消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること（その者に当該厩舎専用の手袋を

着用させる場合を除く。）。 

１． 本項目の目的 

 衛生管理区域への病原体の侵入リスクはゼロとなるものではないことから、衛生管

理区域内において残存する病原体を厩舎へ持ち込むことを防止するため、厩舎に立ち

入る者は手指の洗浄及び消毒を適切に実施する必要があります。本項目においては、

このための具体的措置として、①厩舎に立ち入る者のための消毒設備を設置すること、

②立ち入る者に当該設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせることを規定してい

ます。ただし、洗浄及び消毒の代わりに、当該厩舎専用の手袋を着用することでも問

題はありません。 

 また、厩舎で馬の伝染性疾病が発生した場合に、その病原体を他の厩舎に伝播させ

ることを防止するため、厩舎から出る際にも手指の洗浄及び消毒又は手袋の交換が必

要です。 

２． 不遵守の判断基準 

 本項目を遵守しているかを確認するためには、以下の２点が満たされていることを

確認することが必要です。 

（１）厩舎の出入口付近に立ち入る者のための消毒設備を設置していること 

厩舎の出入口において、当該厩舎に出入りする者が消毒可能な設備を適切に設置

していない場合、原則不遵守となります。このため、具体的な設備を視認し、出入

口の状況等に応じて適切な消毒が実施可能な消毒設備が設置されているか確認す

ることが必要です。 

また、消毒の方法が不適切な場合にも不遵守となります。馬の所有者等に対し、

具体的な消毒薬名や希釈倍数、交換頻度を聞き取るとともに、定められた用法・用

量及び使用上の注意に従って使用されていることを確認することが必要です。 
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仮に消毒設備が設置されていない場合又は設置されていても不適切な消毒設備

の場合は、代替措置として出入りする者に当該厩舎専用の手袋を着用させる必要が

あります。この代替措置を行っていない場合は不遵守となります。この場合は、馬

の所有者等に対し、手袋の着用が確実に実施されているかを確認する必要がありま

す。 

（２）厩舎に出入りする際に（１）の消毒設備を用いて、手指の洗浄及び消毒を常時

実施していること 

厩舎に立ち入る者が立ち入る際に馬の所有者等が設置した消毒設備を利用して

手指の洗浄及び消毒を実施しているか、当該厩舎専用の手袋を着用していなければ

不遵守となります。馬の所有者等に対し、確実に実施されているか聞き取り、必要

に応じて実演により確認することが必要です。 

手袋は使い捨てのものが望ましいですが、そうでない場合は定期的に交換し、洗

浄・消毒するように指示してください。 

３． 参考情報 

消毒効果を十分に得るため、消毒の前に洗浄し有機物等を除去することが重要であ

ることから、手指は消毒のみではなく、洗浄及び消毒を実施することとされています。 
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14 厩舎の入口における靴の交換又は消毒 

厩舎ごとの専用の靴を設置し、厩舎に入る者に対し、これを着実に着用させる又は靴の

消毒をさせること。ただし、靴が厩舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で

行う厩舎間の移動については、この限りでない。靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合

には、洗浄及び消毒を行うこと。 

１． 本項目の目的 

厩舎外に存在する病原体を厩舎へ持ち込むことがないよう、厩舎に立ち入る者は厩

舎ごとの専用の靴に履替えるか、又は靴を消毒する必要があります。このため、馬の

所有者等は、厩舎に立ち入る全ての者に対し、当該厩舎専用の靴を用意し、それらを

必ず着用させるか、又は靴を消毒させる義務があります。 

２． 不遵守の判断基準 

本項目においては、具体的措置として①厩舎に立ち入る者のための厩舎ごとの専用

の靴を設置し、当該靴を着用させること、又は、着用している靴の消毒をさせること、

②靴が汚れた場合は洗浄及び消毒することを規定しています。ただし、一度厩舎専用

の靴に交換した作業者が、厩舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で厩舎

間を移動する場合については、厩舎ごとに再び靴を交換又は消毒をしなくても問題は

ありません。 

厩舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で厩舎間を移動する場合とは、

厩舎間が屋根や壁のある通路で連絡している場合や地面が舗装（又は消毒可能なゴム

板の設置等）され、移動前に十分に消毒している場合等を想定しています。なお、土

壌に消石灰を散布し、その上を歩く場合は、一般に土壌等の付着は避けらず、病原体

に汚染する可能性がある状況と考えられるため、十分な量の消石灰を散布するなど、

使用には注意が必要です。 

本項目が不遵守でないかを確認するためには、以下の２点が満たされているか確認

する必要があります。 

（１）厩舎に立ち入る者のための厩舎ごとの専用の靴を設置すること、又は靴の消毒

をすること 
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厩舎ごとの専用の靴を設置していない場合、又は靴の消毒を実施していなければ

不遵守となります。また、靴を用意している場合であっても、当該厩舎専用のもの

（厩舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で厩舎間を移動する場合は、

移動中及び移動先の厩舎と共通のもので可。）でなければ不遵守となります。具体

的には、野生動物侵入防止等の病原体汚染防止対策が講じられた厩舎間通路の移動

であれば、靴の交換又は消毒はしなくても問題ありません。 

（２）靴が汚れた場合は洗浄及び消毒すること 

靴が汚れたまま繰り返し使用されている場合は不遵守となります。靴に有機物が

付着したままであれば、消毒の効果が低減するため、設置している靴の状況を確認

し、洗浄及び消毒を実施するよう指導してください。 

３． 参考情報 

 飼養衛生管理基準の考え方では、まずは、衛生管理区域の出入口やその他境界部分

で衛生管理対策を講ずることにより、極力病原体の侵入リスクを低減させます。しか

しながら、人、車両、野生動物等に付着した病原体について、衛生管理区域への侵入

を完全に防ぐことは困難です。そのため、本項目の規定による厩舎の出入対策を講ず

ることにより、もう一段の防疫障壁を設けることとしています。 
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〔物品に関する事項〕 

15 器具の定期的な清掃又は消毒等 

飼養管理に使用する器具は厩舎に持ち込む際に消毒するとともに、清掃又は消毒を定期

的にすること。注射針、繁殖検査用器具その他の体液が付着する物品を使用する際は一

頭ごとに交換又は消毒をすること。 

１． 本項目の目的 

 衛生状態を保つためには、飼養管理に使用する器具を定期的に清掃又は消毒をする

必要があります。また、使用する注射針、繁殖検査用器具その他の物品にあっては１

頭ごとに交換又は消毒を実施する必要があります。なお、対象となる器具は、紙等の

清掃又は消毒に適さないものを除く衛生管理区域内で飼養管理に使用する全てのも

のを指します。 

２． 不遵守の判断基準 

本項目を遵守しているかを確認するためには、以下の２点を確認する必要がありま

す。 

（１）飼養管理に使用する器具を厩舎に持ち込む際に消毒するとともに定期的な清掃

又は消毒をしていなければ不遵守となります。このため、馬の所有者等に対して、

器具の清掃又は消毒の頻度、消毒については消毒薬名及び希釈倍数を聞き取ること

が必要です。頻度が著しく低く、定期的に清掃又は消毒を行っているとは客観的に

認められない場合にも不遵守となります。 

（２）注射針、繁殖検査用器具その他の体液が付着する物品を使用する場合、１頭ご

とに交換又は消毒を実施していない場合、不遵守となります。なお、これらの物品

については、農場関係者ではない装蹄師や担当の獣医師等が使用する場合であって

も、交換又は消毒を実施していなければ、不遵守になります。消毒が行われている

場合には、消毒薬名及び希釈倍数を聞き取ることが必要です。また、体液が付着す

る物品が全て対象となっているか併せて確認する必要があります。 
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〔野生動物に関する事項〕 

16 野生動物の侵入防止のための死体の適正な保管 

馬の死体を保管する場合には、その保管場所への野生動物の侵入を防止するための措置

を講ずること。 

１． 本項目の目的 

 衛生管理区域内にある死体保管場所に野鳥等の野生動物が侵入することにより、衛

生管理区域外から区域内へ病原体が持ち込まれること及び病原体を外部に持ち出す

ことを防ぐ必要があります。 

２． 不遵守の判断基準 

 死亡した馬は処理までの間、ブルーシートを被せたりする等、野生動物が接触しな

いように管理することが必要であり、このような措置が実施されていない場合、不遵

守となります。 
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17 給餌設備、給水設備等の病原体による汚染の防止 

厩舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せ

つ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。水道水等の飲用に適した水以外の水

を馬に給与する場合には、これを消毒すること。 

１． 本項目の目的 

 馬が厩舎内等で摂取する飼料や飲用水については、これらが仮に馬の伝染性疾病の

病原体に汚染されていた場合、農場内への侵入はもちろんのこと、疾病発生へと直ち

に繋がるおそれがあります。このため、給与される飼料や飲用水が野生動物の媒介に

よって病原体に汚染されることを防ぐため、 

① 飼料については、貯蔵・給餌場所等にねずみ、野鳥等の野生動物が接触しないよ

う、貯蔵には蓋付きの容器やタンクを利用するほか、飼槽を定期的に又は汚れがあ

る場合には随時清掃する 

② 飲用水については、水道水等異物の混入を否定できる水源以外を利用する場合に

は、貯水施設に蓋を付ける等異物の混入防止措置を講じるほか、ウォーターカップ

等の給水設備を定期的に又は汚れがある場合には随時清掃を行い、必要に応じて消

毒等の措置を講じる 

必要があります。 

なお、飲用に適した水とは、馬の伝染性疾病の病原体による汚染以外にも、有害物

質の混入等馬の健康状態を害することのない衛生的なものである必要があります。 

２． 不遵守の判断基準 

（１）野生動物の排せつ物の混入防止 

厩舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所の全てに野生動物の排せつ

物等の混入防止対策を講じていなければ不遵守となります。このため、馬の所有

者等が、農場周辺にいる野生動物の種類を把握し、種類に応じた侵入防止対策が

講じられているか、タンクに蓋がされているなどの適切な方法により、野生動物

の種類に応じた侵入防止対策が講じられているかを確認することが必要です。ま

た、屋内に給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所がある場合にあっては、

タンクに蓋等がない場合であっても、建物に野生動物が侵入する隙間がなければ
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問題はないので、隙間の有無、有る場合には十分な対策が講じられていることを

的確に確認することが必要です。 

（２）飲用に適した水以外を給与する場合の消毒 

ため池や沢水を水源として利用していたり、給与前に開放的な環境で貯水され

ていたりする等、野生動物の排せつ物等が混入し馬の伝染性疾病の病原体に汚染

される可能性がある場合は、消毒の必要があると判断します。消毒に当たっては、

有機物の処理も含めて適切な消毒方法を実施していない場合は、不遵守となりま

す。 

一方、非開放系の取水装置を使用している井戸水であって、一般的な水質検査

により衛生的な水であることが確認できており、馬の伝染性疾病の病原体による

汚染も否定できると判断できる場合は消毒する必要はありません。 

３． 参考情報 

井戸水は年１回以上の水質検査により「飲用可」と判断されるものであることが理

想的です。大腸菌が陽性又は一般細菌数が許容値以上である場合は、点滴式の塩素消

毒と塩素濃度のモニタリングが推奨されます。また、沢水等の表面水は年１回以上の

水質検査及び点滴式の塩素消毒と塩素濃度のモニタリングが推奨されます。 
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〔飼養環境に関する事項〕 

18 衛生管理区域内の整理整頓、厩舎等施設の清掃及び消毒 

衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくすとともに、病原体が

侵入した場合に当該病原体が残存しないよう、不要な資材等の処分、除草及び資材、機

材等の整理整頓等並びに厩舎その他の衛生管理区域内にある施設の清掃を行って、敷地

及び厩舎等の施設を定期的に消毒すること。 

１． 本項目の目的 

 ねずみ等の野生動物が、衛生管理区域内に侵入し、区域内を動き回ることは、病原

体が持ち込まれ、区域内で病原体が拡散するリスクになります。このリスクを低減す

るためには、衛生管理区域内を野生動物にとって侵入及び滞在しづらい環境とする必

要があります。ねずみ等の野生動物は身を隠せる場所を選んで行動する特性があるこ

とから、衛生管理区域内を野生動物が身を隠しづらい場所とする必要があります。 

 また、病原体が野生動物や人、車両、物品等により衛生管理区域内に持ち込まれた

場合、区域内での拡散及び馬への感染を防ぐため、病原体がそれ以上残存しないよう

にする必要があります。 

このため、衛生管理区域内を野生動物が身を隠しづらい場所とすること及び効果的

な消毒を行い病原体が残存しないようにすることを目的として、不要な資材や廃棄物

（壊れた機材、ゴミ）等の処分、除草及び資材、機材等の整理整頓や厩舎等の施設の

清掃等を行って、敷地及び厩舎等の施設を定期的に消毒する必要があります。また、

衛生管理区域周辺の農場敷地においても、雑草等は野生動物が身を隠す場所となるこ

とから、そのような場所の除草や消毒も実施する必要があります。具体的な消毒場所

・方法等については、農場の実情に応じて飼養衛生管理マニュアルで規定することに

なります。 

２． 不遵守の判断基準 

不要な資材等が衛生管理区域内に放置されている、雑草等が一定範囲に生えていて

野生動物が身を隠す場所になっている、使用中の資材、機材等が整理整頓されていな

い、畜舎等の施設の清掃を行っておらず、敷地や衛生管理区域内の施設が定期的に消

毒されていない場合は不遵守となります。なお、敷地を消毒していても、地面に資材
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等が放置されたままで十分な消毒の実施に当たらない場合や、実施していると認めら

れない汚れが確認される場合も不遵守となります。 

３． 参考情報 

馬の移動・出荷等により馬房単位で空になるタイミングは、洗浄・消毒する機会で

もあります。 
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Ⅳ 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 

〔人に関する事項〕 

19 衛生管理区域から退出する者の手指消毒等 

衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、退出する者に対し、当該消毒設備を利用

して手指の洗浄及び消毒をさせること（その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有す

る消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を

除く。）。 

１． 本項目の目的 

自らの所有する馬を馬の伝染性疾病から守ることだけではなく、農場から他の農場

や馬関連施設等に馬の伝染性疾病を広げないことも重要です。本項目は衛生管理区域

内から区域外に病原体を拡散させないための取組の一つとして、出口付近での手指消

毒等を規定しています。 

２． 不遵守の判断基準 

本項目では衛生管理区域の出口での手指消毒等について規定していますが、衛生管

理区域の入口と出口を別々に設ける必要はありません。また、消毒設備等も別のもの

を設置する必要はありません。入口と出口が同じ場合には、項目 10 の遵守状況の確

認と併せて、本項目について確認することができます。 

項目 10 とほとんど同様となりますが、本項目を遵守しているかを確認するために

は、以下の２点が満たされていることを確認することが必要です。 

（１）衛生管理区域の出口付近に退出する者のための消毒設備を設置していること 

衛生管理区域の出口において、同区域を出入りする者が消毒可能な設備を適切に

設置していない場合、不遵守となります。このため、具体的な設備を視認し、出口

の状況等に応じて適切な消毒が実施可能な消毒設備が設置されているか確認する

ことが必要です。 

また、消毒の方法が不適切な場合にも不遵守となります。馬の所有者等に対し、

具体的な消毒薬名や希釈倍数、交換頻度を聞き取るとともに、定められた用法・用

量及び使用上の注意に従って使用されていることを確認することが必要です。仮に

消毒設備が設置されていない場合又は設置されていても不適切な消毒設備の場合
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において、退出する者に同等以上の効果を持つ消毒機器を携行させ、当該設備を確

実に利用し、確実に消毒させていないことが明らかになった場合には不遵守となり

ます。消毒設備が設置されていない場合は、馬の所有者等に対し、携行した消毒機

器による消毒が確実に実施されているかを確認する必要があります。 

ただし、入口で専用の手袋を着用することとしており、衛生管理区域内で当該手

袋を外したり手袋の中が汚れたりしなかった場合には、出口において手袋の外側に

触れないように外すことを確実に実施していれば、消毒設備がなくても問題はあり

ません。この場合において、使用済みの手袋は項目 21 で規定している消毒等を講

ずべき物品に当たりますので、洗浄及び消毒等の必要な措置を行わずに衛生管理区

域外に持ち出していないか、併せて確認する必要があります。なお、使い捨ての手

袋の場合で廃棄するために持ち出す場合は、一枚一枚を洗浄及び消毒するのではな

く、密封できる袋に入れ、適切に廃棄する等の措置で問題ありません。 

（２）衛生管理区域から退出する際に（１）の消毒設備を用いて、手指の洗浄及び消

毒を常時実施していること 

衛生管理区域から退出する者が退出する際に馬の所有者等が設置した消毒設備

又は携行した消毒機器を利用して手指の洗浄及び消毒を実施していなければ不遵

守となります。馬の所有者等に対し、確実に実施されているか聞き取ることが必要

です。 

ただし、衛生管理区域に立ち入る者が、退出するまでの間に、当該区域内で防除

対象としている感染源（人、物品、野生動物、飼養環境、馬）に接触しない場合（例

えば、車両に乗った状態で区域内を出入りする者が、区域内で車両から降車しない

事例等）や、区域内にいる者が、一度退出してから再度立ち入るまでの間に区域外

で感染源に接触しない場合（例えば、区域内専用の車両に乗った状態で退出後再度

立ち入るまでに、区域外で当該車両から降車しない事例等）はこの限りではありま

せん。 

３． 参考情報 

消毒効果を十分に得るため、消毒の前に洗浄し有機物等を除去することが重要であ

ることから、手指は消毒のみではなく、洗浄及び消毒を実施することとされています。 
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〔物品に関する事項〕 

20 衛生管理区域から退出する車両の消毒 

衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、車両を出す者に対し、当該消毒設備を利

用して当該車両の消毒をさせること（その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する

消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除

く。）。 

１． 本項目の目的 

 自らの所有する馬を馬の伝染性疾病から守ることだけではなく、農場から他の農場

や馬関連施設等に馬の伝染性疾病を広げないことも重要です。本項目は衛生管理区域

内から区域外に病原体を拡散させないための取組の一つとして、出口付近での車両消

毒を規定しています。 

２． 不遵守の判断基準 

本項目では衛生管理区域の出口での車両消毒について規定していますが、衛生管理

区域の入口と出口を別々に設ける必要はありません。消毒設備も別のものを設置する

必要はありません。入口と出口が同じ場合には、項目 11 の遵守状況の確認と併せて、

本項目について確認することができます。 

項目 11 とほとんど同様となりますが、本項目を遵守しているかを確認するために

は、以下の２点が満たされていることを確認することが必要です。 

（１）衛生管理区域の出口（車両が通行可能なものに限る。この（１）において同じ。）

付近に消毒設備を設置していること 

衛生管理区域の出口において、区域を退出する車両が消毒可能な設備を適切に設

置していない場合、不遵守となります。このため、動力噴霧器、車両用消毒ゲート、

車両用消毒槽、消石灰帯（日常的に、出入りする車両の長さの約 2 倍等の十分な

幅に適切な量で散布することが必要。）等、それぞれの地理的状況等に応じて適切

な消毒が実施可能な消毒設備が設置されているか視認して確認することが必要で

す。 

なお、動力噴霧器等により車両から落とした泥や汚れの上を、人や車両が通過し

て二次汚染しないよう、消毒場所にコンクリート盤や側溝を設置して洗い流せる仕
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組みとすること、又は泥や汚れに十分な量の消毒薬を散布すること等が必要です。

さらに、消毒実施者の靴底を消毒できる設備の設置や作業動線の消毒も実施するこ

とが必要です。 

また、消毒の方法が不適切な場合にも不遵守となります。馬の所有者等に対し、

具体的な消毒薬名や希釈倍数を聞き取るとともに、定められた用法・用量に従い使

用されていることを確認することが必要です。寒冷地等においては、消毒液が凍結

しないよう、保管庫の併設や不凍液の消毒液への添加等、消毒効果が担保されるよ

う努めていることを確認することも併せて必要です。 

仮に消毒設備が設置されていない場合又は設置されていても不適切な消毒設備

の場合は、車両を出す者に同等以上の効果を持つ消毒機器を携行させ、当該機器

を確実に利用させていないことが明らかになった場合には不遵守となります。消

毒設備が設置されていない場合は、馬の所有者等に対し、携行した消毒機器によ

る消毒が確実に実施されているかを確認する必要があります。 

（２）衛生管理区域を退出する車両が（１）の消毒設備を用いて常時消毒を実施して

いること 

衛生管理区域を退出する車両が、馬の所有者等が設置した消毒設備又は携行した

消毒機器を利用し、確実に消毒を実施させていなければ不遵守となります。馬の所

有者等に対し、退出する車両が確実に消毒を実施されているか聞き取るとともに消

毒設備が適正に作動していることを確認することが必要です。 
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21 衛生管理区域から搬出する物品の消毒等 

衛生管理区域から馬の排せつ物等が付着し、又は付着したおそれのある物品を持ち出す

場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講じ、馬の死体又は排せつ物を持ち出す場

合にあっては、漏出が生じないようにすること。 

１． 本項目の目的 

 自らの所有する馬を馬の伝染性疾病から守ることだけではなく、農場から他の農場

や馬関連施設等に馬の伝染性疾病を広げないことも重要です。本項目は衛生管理区域

内から区域外に病原体を拡散させないための取組の一つとして、病原体が付着し交差

汚染の原因となるおそれのある物品の消毒等の措置について規定しています。 

 また、馬の死体又は排せつ物を農場外へ移動させるときにも病原体を広げる可能性

があるため、移動の際には馬の死体や排せつ物が漏出しないよう必要な措置を講ずる

必要があります。 

２． 不遵守の判断基準 

物品とは、衛生管理区域内で使用し、馬の排せつ物、汚泥等が付着し又は付着した

おそれのあるもの全てであり、農場内の工事で使用される工具等の馬の飼養に直接関

係しないものも含まれます。当該物品の素材に適した消毒方法で適切に消毒するか、

又は手袋等の使い捨ての物である場合は密封できる容器等に確実に入れた上で持ち

出す等の病原体の拡散防止措置を実施している必要があります。これらの実施状況に

ついて、馬の所有者等が、当該物品を持ち出す前に確認し、必要に応じて再消毒等の

措置を適切に実施しているかを聞取り等で確認します。 

また、消毒の方法が不適切な場合にも不遵守となります。馬の所有者等に対し、具

体的な消毒薬名や希釈倍数、交換頻度を聞き取るとともに、定められた用法・用量及

び使用上の注意に従って使用されていることを確認することが必要です。寒冷地等に

おいては、消毒液が凍結しないよう、保管庫の併設や不凍液の消毒液への添加等、消

毒効果が担保されるよう努めていることを確認することも併せて必要です。 

馬の死体又は排せつ物を農場外へ移動させる場合に、ブルーシートによる覆い等、

漏出が生じないようにする措置を講じていない場合は不遵守となります。このため、

馬の所有者等に対し、馬の死体又は排せつ物を移動する場合に漏出を防止するために
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講じている措置を具体的に聞き取ることが必要です。漏出防止のための措置が不十分

の場合には、取るべき方法を具体的に助言することが望ましいです。 
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〔馬に関する事項〕 

22 異状が確認された場合の出荷及び移動の停止 

飼養する馬に異状が確認された場合（その原因が馬の伝染性疾病によるものでないこと

が明らかである場合を除く。）には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛

生所の指導を受けるとともに、当該馬が監視伝染病にかかっていないことが確認される

までの間、農場からの馬の出荷及び移動を行わないこと。当該馬が監視伝染病にかかっ

ていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。 

１． 本項目の目的 

 法に基づく通報及び届出義務が発生するもの以外の馬の伝染性疾病についても、当

然ながら発生予防とまん延防止に努める必要があります。このため、これらの疾病が

疑われる死亡数の増加や異状（食欲不振、下痢、削痩、起立不能、流産等。以下同じ。）

を呈している馬の数が増加する場合（厩舎内温度管理の不備、管理失宜等馬の伝染性

疾病が原因でないことが明白な場合を除く。）は、獣医師の診療若しくは指導又は家

畜保健衛生所の指導を受けることにより異状が何によるものなのかを確認するとと

もに、少なくとも監視伝染病にかかっていないことが判明するまでの間、農場から馬

の移動は行わない必要があります。 

 また、異状の原因が監視伝染病であることが判明した場合には、家畜保健衛生所の

指導に従う必要があります。 

２． 不遵守の判断基準 

 本項目を遵守しているか確認するためには、以下の４点を満たしていることが必要

です。また、（１）から（３）までについて、農場に従業員がいる場合には、従業員

も同様の対応がとれるよう、従業員に対する周知が行われているかを確認することが

必要です。 

（１）原因が馬の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除き、馬の

死亡数の急激な増加又は異状を呈している馬の増加が確認された場合に、直ちに獣

医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けること 
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馬の死亡数の急激な増加又は異状を呈している馬の増加が確認された場合に、直

ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けていない場合は、

不遵守となります。 

このため、馬の所有者等に対し、このような場合に速やかに獣医師の診療若しく

は指導又は家畜保健衛生所の指導を受ける必要があることを理解しているか聞取

りを行うとともに、飼養している馬の異状の有無の記録等を確認することが必要で

す。 

（２）（１）の場合、当該馬が監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの

間、農場からの馬の出荷及び移動を行わないこと 

当該馬が監視伝染病にかかっていないことが確認される前に、農場からの馬の出

荷及び移動を行った場合には、不遵守となります。 

このため、馬の所有者等に対し、出荷及び移動をしてはならないことを理解して

いるか聞取りを行うとともに、飼養している馬の異状の有無の記録並びに出荷及び

移動の記録を突き合わせ、確認することが必要です。また、理解が不十分な場合に

は丁寧に説明することが必要です。 

（３）当該馬が監視伝染病にかかっていることが確認された場合には、家畜保健衛生

所の指導に従うこと 

監視伝染病が原因であることが判明した場合であって、家畜保健衛生所からの適

切な指導に従わない場合、不遵守となります。 

このため、馬の所有者等に対し、監視伝染病が原因であることが判明した場合は

家畜保健衛生所からの指導に従う必要があることを理解しているか聞取りを行い、

理解が不十分な場合には丁寧に説明することが必要です。 
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